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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ２－６０４ 漁礁、漁礁ブロック 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ２－６４０ 一 魚礁等 

Ｌ２－６４１ 全 人工漁礁 

Ｌ２－６４２ 全 人工漁礁ブロック 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ２－２ 栽培漁業用設備機器 

Ｌ２－２２４００ 法面保護用ブロック 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

漁礁 漁礁ブロック 人工魚礁 

人工魚礁用ブロック   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・魚介類等に対し、棲息場所等を提供するために水中に設置するブロック等で構成される漁礁（人工漁礁）
を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・海流を制御することで、魚類等の通り道を作るためのブロック等はＬ２－６０４（消波、海流制御ブロック等）

に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01080079 
魚礁 

登録 01111222 
人工漁礁用ブロック 

 

登録 01178746 
増殖礁 

登録 01178529 
人工漁礁 

登録 01158668 
人工漁礁 

 


